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「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します 

 

島根労働局（局長 倉持 清子（くらもち きよこ））では、令和２年 11 月 25 日（水）

に「過労死等防止対策推進シンポジウム」（島根会場）を開催します。 

過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）において、過労死等を防止す

ることの重要性について国民の関心と理解を深めるため、毎年 11 月を「過労死等防

止啓発月間」と定めています。 

このシンポジウムは、「過労死等防止啓発月間」の取組の一つとして、過労死等を

防止することの重要性について、県内の事業場・働く方をはじめとした県民の皆様に

広く周知を図るため毎年実施しており、今年は県央（大田市）において開催します。 
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島根労働局 労働基準部 

  監 督 課 長 樫村 竜太 

  監察監督官 元行 展久 

電話：0852-31-1156 

島根労働局 

過労死等防止対策推進シンポジウム（島根会場）の概要 

１ 日  時：令和２年 11 月 25 日（水）13:30～15:30（受付 13:00～） 

２ 場  所：島根県立男女共同参画センター あすてらす 大ホール 

（大田市大田町イ 236－４） 

３ 主  催：厚生労働省   

４ 後  援：島根県、大田市、川本町、美郷町、邑南町 

５ 協  力：過労死等防止対策推進全国センター、過労死弁護団全国連絡会議、 

全国過労死を考える家族の会、連合島根、 

自死遺族しまね分かち合いの会・虹、 

山陰過労死等を考える家族の会 

６ 主な内容：(1)基調講演「職場のパワーハラスメントについて」 

生越
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 氏（島根県大田市出身） 

(2)事例報告 ※詳細は別添リーフレット参照 

 

【シンポジウムの参加申込について】 

  Web からの申し込みは、下記ホームページをご覧ください。 

また、FAX での申し込みも可能です。 

◆https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo 

◆お問い合わせ先：株式会社プロセスユニーク（シンポジウム開催事業者） 

厚生労働省 



過労死をゼロにし、
健康で充実して
働き続けることの
できる社会へ

主催：厚生労働省　　後援：島根県、大田市、川本町、美郷町、邑南町
協力：過労死等防止対策推進全国センター、過労死弁護団全国連絡会議、全国過労死を考える家族の会、
 連合島根、自死遺族しまね分かち合いの会・虹、山陰過労死等を考える家族の会

島 根
会 場

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって
多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な
社会問題となっています。
本シンポジウムでは、有識者・体験者の方にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、
防止対策について探ります。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

「職場のパワーハラスメントについて」
大阪弁護士会所属、 
弁護士法人ライフパートナー法律事務所

生越 照幸 氏（島根県大田市出身）

基調講演

島根県立男女共同参画センター
あすてらす  大ホール
（島根県大田市大田町大田イ236-4）

会場

日時 2020年11月25日（水）
13：30～15：30（受付13：00～）

参加
無料
事前申込

新型コロナウイルス感染症の影響により、
参加者数を制限するなど、規模を縮小して
実施する場合があります。
参加には、事前申込みが必要です。
詳細は、ホームページにてお知らせいたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

  お   ごし    てる ゆき



スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

島根県立男女共同参画センター  あすてらす  大ホール
（島根県大田市大田町大田イ236-4）
・JR大田市駅の西隣（徒歩１分）
※駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
　路上駐車は、通行の妨げになりますので絶対にしないでください。

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」
・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用し、他の目的で使用することはございません。 ・個人情報はご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。
・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（http://www.p-unique.co.jp/privacy）」に従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

●Webからの申し込み：以下ホームページをご覧いただき、申し込みをお願いいたします。
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

［基調講演］ 「職場のパワーハラスメントについて」
 生越 照幸 氏 （大阪弁護士会所属、 弁護士法人ライフパートナー法律事務所）

［事例報告］  （体験者側）　長谷川和子 氏
 （経営者側）　安達　和生 氏 （島根働き方改革推進支援センター長）
 （労働者側）　青木　政史 氏 （連合島根副事務局長）

5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。FAX番号 03-6264-6445

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

（お問い合わせ先）  電話：0120-562-552  E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp  株式会社プロセスユニーク

参加申込について
▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みが必要です。
　定員になり次第締め切ります。
▶申し込みはＷｅｂまたはＦＡＸでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTELかE-mailのどちらかは必ずご記入ください。

島 根会場

会場のご案内

プログラム

スローガン 「過労死を無くすために」


